
3.
沖
縄
に
お
け
る
保
育
状
況
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0

認
可
・
認
可
外
保
育
所
及
び
幼
稚
園
の
入
所
状
況

5歳 4歳 3歳 2歳 1歳 0歳

沖
縄
県
に
お
い
て
は
、
そ
の
歴
史
的
な
経
緯
も
あ
り
、
認
可
保
育

所
の
整
備
が
遅
れ
た
こ
と
か
ら
、
保
育
所
入
所
待
機
児
童
数
が
東
京

に
次
い
で
多
く
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
認
可
外
保
育
施
設
が
保
育
機
能
を
有
す
る
施
設
と
し
て
地

域
に
根
差
し
、
広
く
一
般
的
に
社
会
的
に
認
識
さ
れ
、
利
用
児
童
数

が
多
い
こ
と
も
そ
の
特
徴
で
あ
る
。

さ
ら
に
、

5歳
児
に
お
い
て
は
、
公
立
小
学
校
に
併
設
さ
れ
た
幼
稚

園
に
通
う
こ
と
が
慣
例
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
割
合
は
約
６
７
％
と

な
っ
て
い
る
。

沖
縄
市
（
県
）
の
特
徴

➢
認
可
外
保
育
施
設
に
つ
い
て

・
施
設
数
、
受
入
児
童
数
と
も
に
東
京
都
に
次
い
で

2番
目
に

多
い

※
厚
生
労
働
省

Pr
es

sR
el

ea
se
よ
り

(平
成

28
年

3月
31
日
現
在

)

➢
5歳
児
の
保
育
環
境
に
つ
い
て

・
5歳
児
は
小
学
校
に
併
設
さ
れ
て
い
る
公
立
幼
稚
園
に
通
う

こ
と
が
慣
例
と
な
っ
て
い
る
。

（
背
景
）

沖
縄
県
で
は
、
平
成

26
年
度
ま
で
放
課
後
児
ク
ラ
ブ
で
幼
稚

園
児
の
預
か
り
を
行
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、

5歳
児
に
つ
い
て

は
午
前
は
公
立
幼
稚
園
、
午
後
は
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
へ
通

う
こ
と
が
慣
例
と
な
っ
て
い
た
。

■
そ
の
結
果

◇
認
可
保
育
所
・
・
・

5歳
児
保
育
が
十
分
で
な
い

◇
公
立
幼
稚
園
・
・
・
ほ
ぼ

5歳
児
の
受
け
入
れ
が
中
心

順
位

1
2

3
4

施
設
数

東
京
都

(1
,3

19
)

沖
縄
県

(3
38

)
埼
玉
県

(2
12

)
愛
知
県

(
15

8)

受
入
児
童
数

東
京
都

(3
3,

66
0)

沖
縄
県

(1
5,

22
3)

兵
庫
県

(4
,3

92
)

埼
玉
県

(3
,9

28
)
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３．沖縄における保育状について少し説明したいと思います。　～資料読み上げ～○沖縄の保育環境についての特徴を少し紹介したいと思います。・沖縄は待機児童が東京に次いで多いとともに、認可外保育施設数及び入所児童　数も東京に次いで2番目となっています。・また、保育料が安いことも特徴といえるのではないかと思います。保育料として　は施設により異なりますが、0歳児で○○円、5歳児で○○円の設定が多く、所得　階層によっては保育料が認可保育所よりも安いこともあります。・この他、沖縄では認可外保育施設が率先して土曜保育や延長保育などの取り組　みを行ったこともあり、認可外保育施設が普及してきた要因ではないかと考えて　おります。○もう一つの特徴として、5歳児保育環境があります。・沖縄では小学校に公立幼稚園が併設されていることもあり、いわゆるプレスクー　ルとして保育を必要とする、しないに関わらず約67％の5歳児は公立幼稚園に就　園しています。・その様な環境もあって、5歳児については、午前中は公立幼稚園、午後は児童ク　ラブに通うスタイルが定着していました。・その為、認可保育所では5保育が十分ではない、一方、公立幼稚園では、ほぼ5　歳児中心の受け入れとなっています。・平成27年度の新制度移行を機に、特例的に行っていた幼稚園児の児童クラブの　利用ができなくなったことから、本市ではいわゆる「5歳児保育問題」という特有　の課題を抱えています。　（現在は、保育所で5歳児の整備が進みつつある状況）



4.
地
域
型
保
育
事
業
に
つ
い
て

少
人
数
の
家
庭
的
な
雰
囲
気

の
保
育
ニ
ー
ズ
に
対
応

多
様
な
ス
ペ
ー
ス
を
活
用
し

た
保
育
の
提
供
が
可
能

連
携
施
設
か
ら
の
支
援
を
受
け
な
が
ら

質
の
高
い
保
育
を
行
う
。

・
保
育
支
援

・
代
替
保
育

・
卒
園
後
の
受
け
皿

連
携
施
設
へ
の
ス
ム
ー

ズ
な
接
続
を
図
る

集
団
に
よ
る
幼
児
教

育
の
提
供

保
幼
小
の
連
携
に
よ
る

取
り
組
み

小
学
校
へ
の
ス
ム
ー

ズ
な
接
続
を
図
る

▸
0歳
児
～

2歳
児
（
小
規
模
保
育
事
業
等
に
お
け
る
家
庭
的
な
保
育
）

▸
3歳
児
～

5歳
児
（
連
携
施
設
に
お
け
る
集
団
に
よ
る
幼
児
教
育
）

０
歳
児
～

2歳
児
・
・
・
『
少
人
数
』
に
よ
る
家
庭
的
な
保
育
の
提
供

3歳
児
以
上
・
・
・
・
『
集
団
』
に
よ
る
幼
児
教
育
の
提
供
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・地域型保育事業につてはご承知の通り、少人数の家庭的な雰囲気の保育ニー　ズに対応するとともに、多様なスペースを活用した保育の提供が可能であること　とから、待機児童の多い0歳児から2歳児の待機児童対策としても有効な事業で　あると考えています。・地域型保育事業についてはフロー図のとおり、2歳児までは少人数による家庭的　な雰囲気での保育、3歳児以上は集団による幼児教育を提供していくというコン　セプトであります。・その為、発達の過程に応じた教育・保育の提供が可能な連携施設への転園が求　　められているものと理解しております。



保
育
内
容
の
支
援

（
基
本
的
に
公
立
保
育
所
で
対
応
）

・
公
立
保
育
所
全
体
で
各
地
域
型
保
育
事

業
と
の
連
携
協
定
を
結
ん
で
い
る

※
公
立
保
育
所
研
修
へ
の
参
加

保
育
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
に
よ
る
巡
回
支
援
な
ど

代
替
保
育

（
基
本
的
に
公
立
保
育
所
で
対
応
）

・
公
立
保
育
所
全
体
で
各
地
域
型
保
育
事

業
と
の
連
携
協
定
を
結
ん
で
い
る

5.
地
域
型
保
育
事
業
に
お
け
る
連
携
施
設
に
つ
い
て

本
市
の
整
備
状
況

小
規
模
保
育
事
業
・
・
・

15
施
設

事
業
所
内
保
育
事
業
・
・

2施
設

地
域
型
保
育
事
業
（
１
７
施
設
）
の
連
携
先

○
保
育
内
容
の
支
援
・
・
・

16
施
設

⇒
公
立
保
育
所

1施
設
⇒
私
立
認
定
こ
ど
も
園

○
代
替
保
育
・
・
・
・
・
・

1
6施
設
⇒
公
立
保
育
所

1施
設
⇒
私
立
認
定
こ
ど
も
園

○
卒
園
後
の
受
け
皿
・
・
・

8施
設
⇒
公
立
保
育
所

8施
設
⇒
私
立
保
育
園
等

１
施
設

⇒
公
立
・
私
立
園

卒
園
後
の
受
け
皿

（
公
立
保
育
所
及
び
私
立
保
育
園
で
対
応
）

・
公
立
保
育
所
に
お
い
て
は
、
０
歳
児
か
ら
２
歳
児

の
定
員
を
抑
え
、
３
歳
児
以
上
児
の
定
員
を
引
き

上
げ
る
こ
と
で
、
１
施
設
で
複
数
の
施
設
と
の
連

携
が
図
れ
る
よ
う
な
定
員
設
定
と
し
て
い
る
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5．地域型保育事業における連携施設について本市の状況を説明いたします。・本市では、小規模保育所が15施設、事業所内保育所2施設の計17施設の地域　型保育事業がありますが、全ての施設で連携施設を確保しております。・本市では連携施設の設定に当たっては基本的に公立保育所（5施設）を中心に　担っています。・地域型保育事業に取り組むにあたって、公立保育所の0歳児から2歳児の定員を　抑え、3歳児以上児の定員を引き上げることで、1施設当たりで複数の園との連　携を図られるよう整備しています。・公立保育所では対応できない施設については私立の保育園へ依頼しております　が、基本的に①保育内容の支援と②代替保育の提供については公立保育所で　対応しているところです。・今後、更なる整備も必要と思われますので、新たに保育所を整備する場合や建　て替えを行う場合には、地域型保育事業との連携を図るよう依頼しているところ　であります。※基本、私立保育園は協力的ではない。



6.
連
携
施
設
の
課
題

○
連
携
施
設
の
役
割
の
重
要
性

保
護
者
が
安
心
し
て
地
域
型
保
育
事
業
の
施
設
へ
預
け
る
た
め
に
も
、
３
歳
か
ら
の
幼
児
教
育
等
を

担
う
卒
園
後
の
教
育
・
保
育
施
設
等
の
役
割
は
大
き
い
。

（
※
現
状
、
本
市
の
地
域
型
保
育
事
業

17
施
設
は
全
て
連
携
施
設
を
確
保
し
て
い
る
が
、
今
後
は
・
・
・
。
）

連
携
施
設
を
担
え
る
教
育
・
保
育
施
設
等
の
確
保
が
難
し
い

!!!

認
可
保
育
所
の
場
合

•2
歳
児
と

3歳
児
の
定
員
に
差
が
ほ
ぼ
無
い

•保
育
士
不
足
に
よ
り
、
他
園
の
支
援
ま
で
対
応
で
き
な
い

【
施
設
数
】

■
公
立
保
育
所
（
７
施
設
※
今
後
５
施
設
に
集
約
予
定
）

■
私
立
保
育
園
等
（
４
７
施
設
）

■
認
定
こ
ど
も
園
（
２
施
設
）

幼
稚
園
の
場
合

•本
市
の
状
況
と
し
て
、
幼
稚
園
は
ほ
ぼ
公
立
に
よ
る
運
営
と

な
っ
て
い
る
が

3歳
か
ら
の
受
入
れ
を
行
っ
て
い
な
い

•私
立
幼
稚
園
に
お
い
て
も
、
土
曜
及
び
長
期
休
暇
等
の
理
由
で

保
育
ニ
ー
ズ
に
は
対
応
で
き
な
い

【
施
設
数
】

■
公
立
幼
稚
園
（
１
６
施
設
）

■
私
立
幼
稚
園
（
２
施
設
）
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6．連携施設の課題として、・まず、地域型保育事業を整備するに当たり、連携施設の役割は非常に重要であ　ると考えています。・保護者が安心して地域型保育事業に預けるためにも、３歳児からの集団保育・　教育を担う卒園後の教育・保育施設等の役割は大きいと認識しております。・しかしながら、課題としては連携を担える施設が少ないということであります。・本市においても、これまでは公立保育所を中心として整備してきましたが、今後　についてはなかなか厳しい状況にあります。・まず、認可保育所の場合は、2歳児と3歳児の定員に差があまりません。特に、　待機児童の受け皿として弾力運用をしていることからも、ほぼ受け入れは難しい　状況にあります。・受け皿以外の支援についても、保育士不足もあり他の園の支援までは厳しい状　況であると考えています。・また、幼稚園についても、本市の幼稚園はほぼ公立幼稚園（16施設）となってい　ます。（私立は２施設しかない）・先ほど説明したとおり、本市の公立幼稚園は3歳からの受け入れを行っていない　ことから対応ができない、また、私立幼稚園においても土曜日及び長期休暇等　の理由で保育ニーズに対応できないことが現状としてあります。



7.
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
に
つ
い
て

自
由
な
定
員
設
定
が
可
能

大
規
模
な
保
育
所
が
作
れ
る

保
育
所
の
場
合

（
例
：
定
員

10
0名

)

•
0歳
児
：

6名

•
1歳
児
：

18
名

•
2歳
児
：

18
名

•
3歳
児
：

20
名

•
4歳
児
：

20
名

•
5歳
児
：

18
名

小
規
模
保
育
事
業
の
場
合

定
員

19
名
以
下
（
例
：
定
員

18
名
）

•
0歳
児
：

6名

•
1歳
児
：

6名

•
2歳
児
：

6名

保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
の
場
合

定
員

20
名
以
上
（
例
：
定
員

45
名
）

•
0歳
児
：

9名
（
内
、
地
域
枠

3名
）

•
1歳
児
：

18
名
（
内
、
地
域
枠

6名
）

•
2歳
児
：

18
名
（
内
、
地
域
枠

6名
）

○
他
の
地
域
型
保
育
事
業
と
異
な
り
、
自
由
に
定
員
設
定
が
出
来
る
。

保
育
所
と
同
じ

設
定
も
可
能

集
団
保
育
が
可
能
な
定
員
設
定
と
な
っ
て
い
る
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
の
場

合
、
継
続
し
て
入
所
し
た
方
が
良
い
の
で
は
？
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（前置きが長くなりましたが、ここから本題に入ります。）・地域型保育事業における事業所内保育事業については、19人以下の定員の「小　規模型事業所内保育事業」と20人以上の「保育所型事業所内保育事業」があり　ますが、保育所型事業所内保育事業については、自由な定員設定が可能であ　ることから、地域型保育事業の「少人数による保育」ではなく「集団による保育」も　可能であり、他の地域型保育事業とは性質が違うのでは？と考えております。・そこで、集団保育が可能な定員設定となっている保育所型事業所内保育事業の　場合、あえて連携施設へ転園させる理由があるのか？他の認可保育所との違　いはあるのか？それよりは同じ保育所に継続して入所した方が良いのでは？と　の疑問に至ったところであります。



8.
提
案
内
容

①
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事
業
に
お
い
て
、
現
行
制
度
で
も
３
歳
児
以
上

の
児
童
の
新
規
受
入
や
定
員
の
設
定
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
明
確
化
す
る

②
個
々
の
発
達
過
程
に
応
じ
た
適
切
な
支
援
等
が
可
能
な
保
育
所
型
事
業
所

内
保
育
事
業
に
つ
い
て
は
、
連
携
施
設
の
確
保
を
不
要
と
す
る

65

そこで、今回の提案になりますが、①保育所型事業所内保育事業において、現行制度でも３歳以上の児童の新規受　入や定員の設定が可能であることを明確化して頂きたいと思います。⇒事業所内保育事業については、児童福祉法で「保育を必要とする乳児・幼児で　あって、満3歳未満のものについて保育を行う事業」となされております。3歳児　以上については「幼児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を　勘案し、保育が必要と認められる児童」としてされており、国のFAQによると、「過　疎地等で連携施設がない場合や、きょうだいが別々に通園せざるを得ない場合」　となっておりなかなか条件が厳しいように感じています。　保育所型事業所内保育事業は、他の地域型保育事業とは違い、認可保育所と　同様の教育・保育の提供が可能であるため市の判断により3歳児以上の受入が　できる旨を明確にして頂きたいと思います。併せて②個々の発達過程に応じた適切な支援等が可能な保育所型事業所内保育事業　については、連携施設の確保を不要として頂きたいいと提案いたします。⇒保育所型事業所内保育事業では特に、発達過程に応じた適切な保育が可能な　集団による教育・保育の提供が可能であることから、認可保育所同様に質の高　い幼児教育の提供は可能であると考えます。　　　　



9.
提
案
が
実
現
し
た
場
合
の
メ
リ
ッ
ト

´
3歳
児
以
降
に
転
園
を
行
う
必
要
が
な
く
な
る

´
連
携
施
設
の
設
定
が
な
く
て
も
認
可
が
可
能
と
な
る

´
大
規
模
な
施
設
整
備
の
促
進
に
つ
な
が
る

66

提案が実現した場合のメリットとして、①3歳児以降に転園を行う必要がなくなる。　　⇒3歳児以降も、現施設での在園を希望する保護者もいるかと思います。集団　　　による幼児教育が可能な施設であれば、転園による保護者や児童の負担は　　　軽くなるものと考えています。②連携施設の設定がなくても認可が可能となる。　⇒現在は、平成31年度までの5年間の経過措置後には連携施設がなければ認　　可できないこととなっています。連携施設の確保が認可要件から外れることで　　認可はしやすくなると考えています。③大規模な施設整備の促進につながる。⇒保育所型事業所内保育事業において通常の保育所同様、5歳児まで受け入れ　が可能で、連携施設の設定も不要となれば、保育所整備はしやすくなるものと考　えております。（※事業所側の選択肢が広がる）　また、将来的には、事業所内保育事業が連携施設を担うことも期待されるので　はと考えております。④幼児教育無償化の一翼を担える。　⇒現在、3歳児以上の待機児童は解消されつつありますが、今後、幼児教育無　　償化となると、3歳児以上のニーズはこれまで以上に大きくなるのではないかと　　考えております。



10
.最
後
に

´
現
行
制
度
に
お
い
て
も
、
特
例
給
付
に
よ
り

5歳
ま
で
預
か
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
が
、

0歳
児
か
ら

5歳
児
ま
で
の
定
員
が
設
定
で
き
る
よ
う
明
確
し
て
頂
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

´
今
後
は
益
々
、
連
携
施
設
の
設
定
は
困
難
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
し
て
い
ま
す
。

´
今
回
の
提
案
と
し
て
は
発
達
過
程
に
応
じ
た
適
切
な
保
育
が
可
能
な
「
保
育
所
型
事
業
所
内
保
育
事

業
」
に
よ
る
受
入
れ
児
童
の
対
象
年
齢
の
拡
充
と
し
て
い
ま
す
。

67

繰り返しになりますが、・現行制度においても、特例給付により5歳まで預かることは可能であると思われ　　ますが、0歳児から5歳児までの定員が設定できるよう明確にして頂きたいと考え　ています。⇒現制度においては、やはり原則としては満3歳未満が対象と理解されることか　ら、３歳以上の定員設定については、市の判断により設定できることを明確にし　て頂きたいと思います。・幼児教育無償化により3歳児以上のニーズが増えることで、今後は益々、連携施　設の設定は困難になるのではないかと危惧しています。　保育所型事業所内保育事業連携施設については①保育支援及び②代替保育　については、特例として連携を設けないことができることとなっています。同様　に、発達過程に応じた適切な保育が可能な集団による教育・保育の提供が可能　な事業所内保育事業にあっては連携施設を求めないとする制度として頂きたい　と考えております。・今回の提案としては発達過程に応じた適切な保育が可能な「保育所型事業所内　保育事業」による受入れ児童の対象年齢の拡充としています。⇒通常の認可保育所と運営、設備面で何ら変わりのない施設については、認可　保育所と同様な対応ができればと考えております。・2019年10月より幼児教育無償化がスタートすると、3歳児以上の保育ニーズは増　加するのではないかと考えています。⇒先ほど申した通り、現在、3歳児以上の待機児童は解消されつつありますが、今　後、3歳児以上のニーズはこれまで以上に大きくなるのではないかと考えており　ます。特に本市においては、未だに認可外保育施設を利用している方が大勢い　ます。認可外保育施設も幼児教育無償化の対象施設になる方向で検討がなさ　れていますが、保育環境を考えるとやはり、認可された事業所で対応できるよう　整備したいと考えております。　そのため、特例給付で3歳以上を預かるのではなく、通常の保育園同様、3歳児　からも預かれるということを明確にしてほしいと思います。



青
森

県

地
方

分
権

改
革

に
関

す
る
提
案

平
成

３
０
年

７
月

10
日

農
地

中
間
管

理
事
業
に

お
け
る
農

用
地

利
用

配
分

計
画

認
可
の

県
か
ら
市

町
村
へ
の

権
限

移
譲

及
び

縦
覧

期
間
の

短
縮
又
は

廃
止

1

重点番号13：農地中間管理事業に係る制度の見直し（青森県）
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【
現
状
】

＜
法
令
別
農
地
の
貸
借
面
積
及
び
担
い
手
へ
の
農
地
集
積
率
＞

＜
農
地
と
受
け
手
の
所
在
地
別

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可
割
合
＞

％

ha
％

（
注
）
貸
借
面
積
は
暦
年
調
査
、

集
積
率
は
年
度
調
査


本
県
で
は

、
担

い
手

に
農

地
の
９
割
を
集
積
・
集
約

化
す
る
た
め
、
農

地
中

間
管

理
事

業
に
よ
る
農

地

の
利

用
集

積
と
有

効
活

用
を
進
め
て
い
る
。


こ
れ
ま
で
、
集

落
営

農
法

人
や
大

規
模
経

営
体

な
ど
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
事

業
活

用
を
働

き
か

け
、
担

い
手

へ
の
農

地
集

積
率

は
、
平

成
２
９
年
度

で
５
３

.６
％
と
な
っ
て
い
る
。


法
令

別
農

地
の

貸
借

面
積
で
は
、
農

業
経
営

基
盤
強

化
促
進

法
に
よ
る
貸

借
が

２
,９
０
３

h
aと

最
も
多

く
、
次
い
で
機

構
法

が
１

,６
０
５

h
aと

な
っ
て
い
る
。


事
業

初
年

度
（
平

成
２
６
年

度
）
か
ら
２
９
年
度

ま
で
の

農
地
と
受
け
手
の
所

在
地

別
の

農
用

地
利

用
配

分
計
画

の
認

可
割

合
は

、
約
９
割
が

同
一
市

町
村
内

で
あ
る
。

2
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【
課
題
】

○
農

地
法

又
は

農
業

経
営

基
盤
強
化
促

進
法
に

よ
る
農
地

の
貸
借

の
場
合
、

手
続

き
が

約
１

か
月

で
完

了
す
る
の

に
対

し
て

、
農

地
中
間
管
理

事
業
に

よ
る
貸
借

の
場
合

は
、
機

構
へ

の
貸

付
手

続
に

加
え

、

配
分
計
画

の
審

査
、

公
告

縦
覧
に
約
２

.５
か
月
の

期
間
を

要
し
、

農
業
者

か
ら

敬
遠

さ
れ

る
傾

向
が

あ
る
。

○
農

用
地

利
用

配
分

計
画

に
お
い
て
、

農
地
と

受
け
手
の

所
在
地

が
同
一

市
町

村
で

あ
る

割
合

が
全

体

の
約

９
割

を
占

め
て

お
り

、
市
町
村
か

ら
は
手

続
期
間
の

短
縮
の

た
め

、
自

ら
認

可
で

き
る

よ
う

要

望
が
出
て

い
る

。

<
参

考
>

○
平

成
２
６

年
度

か
ら

農
用

地
利
用
配

分
計
画

を
縦
覧
し

て
き
た

が
、
こ
れ

ま
で

利
害

関
係

人
か

ら
の

意
見

書
の
提
出

は
一

度
も

な
い

。

○
市

町
村
は

、
農

業
委

員
会

と
と

も
に

地
域
の

話
し
合
い

や
協
議

の
場
に
参

加
し

て
、

担
い

手
の

営
農

状
況

を
把
握
す

る
と

と
も

に
、

利
害
関
係
人

ら
地
元

で
の
調
整

を
十
分

に
行
っ
た

う
え

で
、

意
見

集
約

を
し

て
い

る
。

○
農

地
の
出

し
手

か
ら

機
構

へ
の
農
地

集
積
に

つ
い
て
は

、
そ
の

計
画
に
つ

い
て

農
業

委
員

会
の

決
定

を
経

て
市
町
村

が
公

告
し

て
い

る
。

3
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4

【
提
案
内
容

】

◎
農
地
中
間
管
理

事
業

に
お

け
る

農
用

地
利

用
配

分
計

画
認

可
の
県
か
ら
市
町
村
へ
の

権
限
移
譲
及
び

縦
覧

期
間

の
短

縮
又

は
廃

止

○
農
地
の
所
在
と
貸
借
権
の
設

定
等
を
受
け
る
者
の
住
所
が
同
一
市
町
村
の
場
合
は
、

①
農
地
中
間
管
理
事
業
の
推

進
に
関
す
る
法
律
第
1
8
条
の
規
定
に
よ
る
知
事
の
認
可
に
つ
い
て
、

当
該
市
町
村
長
が
認
可
で
き
る
よ
う
改
正
す
る
こ
と

②
手
続
簡
略
化
の
た
め
、
配

分
計
画
の
縦
覧
期
間
を
短
縮
又
は
廃
止
す
る
よ
う
改
正
す
る
こ
と

○
農

地
中

間
管

理
事
業
に
よ
る
貸
借
の
手
続

期
間

○
認

可
権

限
を

市
町
村
へ
移
譲
し
た
場
合
の
手
続
期
間

農
地
中
間
管
理
機
構
と
農
地
の
受
け
手
と
の

手
続
き
に
お
い
て
、
計

画
の
審
査
や
公
告
、
縦
覧
な
ど
県
段
階
の
手
続

き
に
約
５
週
間
を
要
し
、

全
体
で
約
１
０
週
間
（
約
２
.
５
か
月
）
の
期
間

と
な
る
。

県
段
階
の
手
続
き
が
不
要
と
な
り
、
全
体
で
約
５
週
間
に
短
縮
さ
れ
る
。

【農
地
の出

し手
から
機
構
への

手
続
き】

【機
構
から
農
地
の受

け手
への

手
続
き】

農
用
地
利
用
配
分
計
画
案
作成

・提
出

約
４
週
間

市
町
村
・農
業
委
員
会

配
分
計
画

認
可
申
請

約
１
週
間

機
構

配
分
計
画

審
査
･決
裁

約
２
週
間

県

配
分
計
画

公
告
･縦
覧

２
週
間

県

配
分
計
画

認
可
･公
告

約
１
週
間

県

約
１
０
週
間

約
４
週
間

農
用
地
利
用
集
積
計
画
等
作成

約
３
週
間

市
町
村

総
会
･

部
会

開
催

農
業
委
員
会

公
告

市
町
村

県
段
階
約
５
週
間

【農
地
の出

し手
から
機
構
への

手
続
き】

【機
構
から
農
地
の受

け手
への

手
続
き】

農
用
地
利
用
配
分
計
画
案
作成

・提
出

約
４
週
間

市
町
村
・農
業
委
員
会

配
分
計
画

認
可
申
請

約
１
週
間

機
構

配
分
計
画

認
可
･公
告

約
２
日

市
町
村

約
５
週
間

約
４
週
間

農
用
地
利
用
集
積
計
画
等
作成

約
３
週
間

市
町
村

総
会
･

部
会

開
催

農
業
委
員
会

公
告

市
町
村

配
分
計
画

公
告
･縦
覧

※
制
度
改
正
によ
る

縦
覧
期
間
の短

縮
又
は廃

止

【
現

行
】

【
見

直
し
後

】

4
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・
地
域
の
話

し
合

い
や
協

議
の
場

に
参

加
し
て
地
元

で
の

調
整

を
十
分
に
行
っ
て
い
る
市

町
村
に
権

限
が

移
譲

さ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
事

業
の
効

率
化
が
図
ら
れ
る
。

・
県
段
階
の

審
査

・
縦
覧

・公
告

ま
で
に
要

す
る
期

間
が

短
縮
さ
れ
、
利
用
者
の
利
便
性
が

向
上
す
る
。

農
地
中
間
管
理
事
業
に
よ
る
担
い
手
へ
の
農
地
の
集
積
・
集
約
の
加
速
化

【
期
待
さ
れ

る
効
果
】

5
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平
成

30
年
度

農
地
中
間
管
理
事
業
の
見
直
し
に
関
す
る
提
案

１
．
農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
県
知
事
認
可
に
係
る
縦
覧
の
廃
止

２
．
利
用
権
の
存
続
期
間
延
長
手
続
の
緩
和

平
成

30
年

７
月

10
日

秋
田

県

©
20

15
秋
田
県

ん
だ
っ
チ

重点番号13：農地中間管理事業に係る制度の見直し（秋田県）
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農
地
中
間
管
理
事
業
の
概
要

出
し
手

受
け
手

農
地

中
間

管
理

機
構

・
都

道
府
県
知
事
が
指
定

・
都

道
府
県
に
一
つ
設
置

＜
農
地
中
間
管
理
事
業
＞

①
受
け
手
希
望
者
の
公
募

②
農
地
を
借
受
け
（
農
地
中
間
管
理
権
）

③
農
地
管
理
。
必
要
な
場
合
は
簡
易
な
基
盤

整
備
を
実
施
。

④
貸
付
け
は
、
担
い
手
が
作
業
し
や
す
い
よ
う

集
約
化
に
配
慮

（
農

地
所

有
者

）
（
担
い
手
農
家
）

農
用
地
利
用
集

積
計
画
を
作
成
・

公
告

農
用
地
利
用
配

分
計
画
を
認
可
・

公
告

■
農

用
地

利
用

集
積

計
画

（
農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
第
１
８
条
）

・
利
用
権
設
定
を
受
け
る
者
か
ら
の
申
出
書

・
利
用
権
設
定
明
細
書
、
関
係
権
利
者
か
ら
の
同
意

・
登
記
全
部
事
項
証
明
書

等

■
農

用
地

利
用

配
分

計
画

（
農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
第
１
８
条
）

・
賃

借
権

又
は

使
用

貸
借

に
よ
る
権
利
の
設
定
関
係
を
記
載
し
た
も
の

・
賃

借
権

の
設

定
等

を
受
け
る
者

の
農
業
経
営
の
状
況
等
を
記
載
し
た
も
の

・
（
法

人
の

場
合

）
賃

借
権

の
設
定
等
を
受
け
る
法
人
の
農
業
経
営
状
況
等

を
記

載
し
た
も
の

及
び
定

款
等

必
要

書
類

等

市
町
村

県
知
事

-
1
 -
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